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総務常任委員会の記録 
（ふるさと創生課） 

招 集 年 月 日 令和６年９月３日（火） 

招 集 の 場 所 松野町議会議場 

開 会 ９月５日（木）  午前８時５６分 

閉 会 同  上    午前９時４８分 

出 席 委 員 山石 恭助、山崎 匡、加藤 康幸、森岡 健治、赤松 紀幸、 

安西 博文、山田 寛二 

欠 席 委 員  

付 議 事 件 説 明 

の た め 出 席 

した者の職氏名 

町長 坂本 浩、副町長 八十島 温夫、 

課長 井上 靖、課長補佐 石田 和弘、課長補佐 土居 孝二郎 

係長 神谷 由佳、 

職務のため出席 

した者の職氏名 
議会事務局長 森本 秀行、書記 岡崎 智恵子 

付 議 事 件 １ 認定第１号「令和５年度松野町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて」 
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認定第１号「令和５年度松野町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」、ふるさと創生課所管分の審査を行います。 

担当課長に説明を求めます。 

認定第１号、令和５年度松野町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て、ふるさと創生課の所管分を説明いたします。決算の内容について、

主なものは主要施策の成果説明書にまとめてありますので、そちらを

中心にご説明させていただきます。 

なお、今回説明させていただくのは、２款１項７目の企画費と８項

目、同じく１５目のコミュニティバス運行費、２款５項１目の統計調

査費となっております。 

それでは、成果説明書の２２ージをお開きください。決算書は２４

ページからになります。２款、１項、７目企画費は２２１，３６３，

１５０円の決算額であります。 

 

１ 森の国創生に向けた取組の推進については、第２次まち・ひと・

しごと創生総合戦略に定める、４つの基本目標と重要目標達成指標を

掲げ、全１１プロジェクト、５８事業を担当各課において執行し、事

業の実施状況や重要業績評価指標いわゆる数値目標の確認を実施し

ております。 

また、デジタル田園都市国家構想交付金事業の採択を受け、「つなが

るきずな、ひろがるいやし、愛媛県南予から発信する愛媛シフト事業」

として南予地域の観光振興の取り組みや、デジタル人材の教育・育成・

誘致と産業のＤＸによる本県産業の稼ぐ力強化プロジェクトを実施

しました。 

２全庁的な体制による各種計画の推進及び重点プロジェクト  

の実施については、一つ目の、松丸ワークショップの開催につきまし

ては、住民自身がまちづくりの実践者として、発案・議論・実践して

いく「住民主導」のまちづくりを展開していくためのワークショップ

を２１回開催し、旧伊予銀行松丸支店を、「まちなか交流拠点施設」と

して多世代が交流する拠点として活用するための方策を官民連携で

協議してきました。 
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２つ目の、人口問題を軸とした地域活性化プロジェクトの実施につ

きましては、奥内地区をモデル集落とし、「Ｔ型集落点検」の手法を用

いて家族と世帯という視点で再整理し、集落の実態や関係人口の再認

識に基づき、過疎地域の中山間地集落の維持・存続のメカニズムを発

見するとともに、内発的な関係人口論をベースに本町の新たな地域政

策の展望を模索し、施策の企画立案を目指すプロジェクトに取り組み

ました。 

３つ目の、森の国まつの事業協同組合の運営につきましては、組合

員６社で特定地域づくり事業協同組合構成しマルチワーク人材派遣

事業を実施しております。令和５年度では職員２名を５事業者へ派遣

しています。また、国交付金と特別地方交付税の措置を受け、町から

組合に、４，４８７，１９８円を交付しております。 

３住民との協働による地域づくりの推進について、３つの項目に分

けて説明いたします。 

まず１番目は、松野町まちづくり委員会の開催については、１０月

に「まちづくり委員会」を開催したほか、産業振興、生活環境医療福

祉、教育文化の３つの専門分野毎の専門部会を各２回開催しており、

松野町まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況、まちづくりにつ

いての討議などを実施いたしました。 

２番目に、協働のまちづくり事業の推進につきましては、地域住民

が主体となった３つの団体のまちづくり事業に対し２４０，３０６

円、地域計画推進事業に２件、３３４，８６９円の事業費補助金を支

出しております。 

３番目に、松野町地域づくり交付金については、住民自治の理念を

踏まえ、それぞれの地域が、その特性や課題に対して、自らが考え、

地域の課題を解決するための活動として、街灯のＬＥＤ整備やコミュ

ニティ拠点施設整備、防災安全確保、自治活動支援など、課題解決に

取り組んでいただいています。 

４移住・定住促進事業の推進について、５つの項目に分けて説明い

たします。 

１番目に、定住促進に関する奨励措置については、松野町定住促進
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条例に基づき、定住住宅建築奨励金５件、５，０００千円、結婚祝金

１件、１００千円、出産祝金１２件、５，４００千円の交付を行って

おります。 

２番目に、住宅リフォーム補助金につきましては、建築後１０年以

上を経過している住宅の増改築等に対して、１３件、２，１２９千円

を交付しております。 

３番目に、ＵＩＪターン支援活動についてですが、空き家情報の提

供や定住補助金等の紹介を中止に、ＵＩＪターンの相談や支援に関す

る取組を行っております。具体的な数字をあげますと、相談件数１４

２件、移住者数２９世帯３９人となっており、高水準を維持していま

す。また、Ｕターン者数は２１組３０人の増加傾向となっており、こ

れまでのキャリア教育等の成果が出始めているのではと考えており

ます。 

成果表２６ページ、４番目、地域おこし協力隊の導入につきまして

は、募集催事やウェブによるリクルート活動を実施し、令和５年度中

には、新規に１名を採用しました。 

次に５番目の、結婚支援活動につきましては、宇和島市、鬼北町、

愛南町と連携し、「出会いの場創出事業」を企画し、１０月に愛南町で、

２月に宇和島市で実施しました。 

引き続き、成果説明書２６ページ、５ 他地域住民との交流による

関係人口の拡大では、４つの項目に分けて説明いたします。 

１番目の、森の国まつの応援団活動の推進につきましては、その活

動を通して、会員相互及び町との情報交換、町政に対する意見や提言

の集約、ＵＩＪターンに関する情報収集、ふるさと納税等につながる

取り組みを行っており、会員の皆さんと交流を深めながら協力体制を 

構築しているところです。令和５年度においては、関東・関西両支部

において総会を開催し、今後の活動を協議しました。 

次に２番目、愛媛ＦＣ及び愛媛ＭＰに対する支援については、ホー

ムゲームにおいて、特産品の販売やイベントの開催など、町のＰＲを

行い、集客力の向上に努めています。 

次に３番目、ふるさと納税の推進につきましては、新規返礼品とし
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て、キョクヨーフーズ株式会社様のカニカマオーシャンキング極の新

規採用や、プロテックスジャパン株式会社と全国的な美容サロングル

ープのアースホールディングス様とのコラボ商品であるヘアケア商

品の新規採用など話題づくりに努めたほか各種イベント等やメディ

アにおいてのＰＲを実施しました。令和５年度は、１０，３５７千円

の寄付を受け、ふるさと応援基金へ積み立てております。 

次に４番目、企業版ふるさと納税の推進については、２社から、「子

育て・教育環境を強化し、子育て世代の増加を図る事業」と「防災に

強いまちづくりのための地域防災整備事業」に併せて、３６，８７３，

３３５円の寄付受付をして活用しました。 

引き続き、成果説明書２８ページ、６ 公共交通の確保による暮ら

しやすい環境の創出では、５つの項目に分けて説明いたします。 

 １番目に、予土線利用促進対策協議会の活動です。令和５年度にお

いては、松野町が愛媛県予土線利用促進対策協議会の事務局となり、

愛媛県、高知県、沿線５市町と協議を重ね、令和５年１０月２７日に、

高知、愛媛両県それぞれの協議会を合併し、新たな予土線利用促進対

策協議会の設立総会を開催し、初代会長に、坂本浩松野町長が就任を

した。その他、予土線をＰＲして認知度向上を図り利用促進につなげ

るため、テレビやラジオなど各種メディアへの露出アップや番組の誘

致、予土線ＦｕｎＦｕｎ祭りやトミカ博への出展など催事開催のほ

か、関係団体との連携や各種コンテストの実施、遠足補助、ＹＯＤＯ

ＳＥＮサポーター事業などに取り組みました。また、令和６年３月１

日には、高知、愛媛両県知事、ＪＲ四国社長、予土線沿線自治体の首

長がＪＲ松丸駅に一堂に会し、鉄道を敷設した先人の思いや、車内で

の思い出、１０年後先５０年後先の予土線への思いを共有し、あらた

めて利用促進を図る思いを共有しました。 

２つ目の、高齢者外出支援実証事業につきましては、自動車運転免

許証の交付を受けていない高齢者を対象に、タクシー利用券の交付を

行い、申請者１１４名、利用金額５９４，３００円の実績で、地域公

共交通の充実策として施策推進しています。 

３つ目の、地域公共交通計画の策定です。交通事業者をはじめとす
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る地域の関係者と協議しながら、公共交通の改善や移動手段の確保に

つながる取り組みの拡充など、本町にみあった地域公共交通を持続さ

せていくための方針等を明らかにする計画を策定しました。令和４年

度に住民アンケートを実施し、令和５年度に５回の審議を重ね策定に

至りました。 

４つ目の、オンデマンド交通の実証導入事業につきましては、愛媛

県と松野町が連携して、令和５年８月から１２月の期間で実施したも

のです。この実証事業によりつかんだデータ等を分析し、今後の新し

い地域公共交通網の構築につなげていくものです。 

 ５つ目の、高校生等鉄道バス通学定期券等購入費補助事業について

は、子育て世帯への経済的負担軽減及び幹線となるＪＲ予土線をはじ

めとする公共交通機関の維持を図ることを目的に実施しました。新規

事業の初年度は、申請者数３６名、補助金額３６０千円を補助した。 

引き続き、成果説明書３０ページ、７ 広域行政の推進及び産官学

連携の強化につきましては、２つの項目について説明いたします。 

先ず一つ目、宇和島地区広域事務組合による広域行政の推進として

特別養護老人ホーム等、福祉施設をはじめ、常備消防、廃棄物処理施

設の整備・運営等の事務を共同処理する宇和島地区広域事務組合へ負

担金を支出しており、当町の負担金は１５３，９２７千円となってお

ります。 

次に２つ目、愛媛・大分交流市町村連絡会議については、愛媛県南

予地域と大分市周辺地域の１８市町で、観光や文化、景観等を切り口

に相互の交流を促進していこうという趣旨で、各種キャンペーンの実

施や食育交流や子どのたちの交流など、各種事業を実施しました。 

８町の未来を見据えた人材育成では、社会環境の変化が急激かつ予

測不能な時代に、地域の資源や特性を活かしながら、目前の「課題解

決思考」と将来の「夢を語りビジョンを描く価値創造思考」を併せも

つ、まちの未来を見据えた人材育成の取り組みを実施しました。 

「高校はないけど高校生はいる」のキャッチフレーズのもと高校生た

ちが主体となって起業した一般社団法人マツノイズムプロジェクト

を核として高校生自らが自己肯定感のアップや自己研鑽に取り組み
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ました。活動実績としては、年間３４回のミーティングのほか、全国

高校生ＳＢＰフェアでの東京学芸大賞の受賞、森の国音楽祭の開催、

全国の高校生との交流、各種講演活動や執筆活動、デザイン等の請負

など積極的に活動を展開し、またその活動が多くのメディアで報道を

されたところです。 

続いて、成果説明書３５ページをお開きください。決算書は２７ペ

ージになります。 

１５目コミュニティバス運行費は、１８，０３８，２００円の決算

額であります。コミュニティバス３台で運行している４路線の年間利

用者は８，０５５人で、運賃収入は５６６，２００円、県補助金は３，

１４４千円、一般財源は１４，３２８千円であります。 

続きまして、成果説明書の４１ページをお開きください。決算書は

３０ページになります。 

５項、１目統計調査費は、１８０千円の決算額であります。例年実

施されます学校基本調査の他、住宅・土地統計調査の実施、統計調査

員確保対策事業を実施し、これらの統計業務にかかる経費は、ほぼ全

額県委託金が財源となっております。 

以上、歳出決算についての説明を終わります。 

続いて、これらの実施事業に対する歳入決算について、その主なも

のをご説明いたします。 

決算書９ページをお開き下さい。 

１３款、１項、１目、３節 コミュニティバス使用料に５６６，２

００円の歳入決算を計上しています。 

決算書１２ページをお開き下さい。１４款、２項、１目、１節 企

画費補助金にＤＸ関連の費用として、地方創生推進交付金２，１５７

千円特定地域づくり事業推進交付金２，０４０，８７２円の歳入決算

を上しています。 

決算書１３ページをお開き下さい。１５款、２項、１目、２節コミ

ュニティバス運行費補助金３，１４４千円は、生活交通バス路線維持・

確保対策事業費補助金として、代替バス路線に対し交付されたもので

す。 
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決算書１５ページをお開き下さい。１５款、３項、１目、６節 統

計調査費委託金は、統計調査員確保対策事業、住宅・土地統計調査、

に対する委託金１６１，０００円です。 

決算書１６ページをお開き下さい。１７款、１項、２目、２節 企

画費寄付金はふるさと応援寄付金に１０，３５７千円企業版ふるさと

応援寄付金に１，０００千円をご寄付を受けたものです。 

 続いて１９ページをお開きください。２０款、４項、１目、２１節

では、宇和島地区広域事務組合の負担金清算金と派遣職員退職手当負

担金として２，１９８，３０３円を、歳入決算しています。 

最後に、２１款、１項、１目、１節 過疎対策事業債では、ふるさ

と創生課分は、ソフト事業分として、定住促進事業に、１１，６００

千円、協働のまちづくり事業に、５，３００千円、森の国応援団支援

事業に２，５００千円を借り入れ財源充当しています。 

 以上が、認定第１号、令和５年度松野町一般会計歳入歳出決算の認

定について、ふるさと創生課の所管分についての説明であります。よ

ろしくご審議の上、認定いただきますようお願い申し上げます。 

担当課長の説明が終わりました。委員からの質問を許します。 

２点ほどお伺いしたいと思います。１つは事業協同組合という人材

派遣的なことをしているところなんですけど、２名の方を斡旋してる

ということだったんですけど、２名という数字に関して当初のもくろ

みとか予定とかと、鑑みたときにどういうふうに、判断されているの

かをお伺いしたいのと、あと、ちょっと決算内容とは変わってくるん

ですけれども、今年度は高校生の定期分の４分の３という補助、今年

度の事業計画で実施していただいてると思うんですけど今の時点で

の、利用率とか申請者率等、ちょっと本来の決算とずれてしまうんで

すけど、もしわかってる範囲でお答えしていただいたらと思います。 

まず１点目の質問、松野町特定地域づくり事業協同組合の２名の現

在の雇用数なんですが、私たちのもくろみではやはり４名を社員とし

て雇用して、組合の加盟の事業者に派遣していきたいと考えておりま

す。まだまだあと２名ほどを雇用したいところであります。あくまで

もこれ移住者向けを対象としておりますので、今後とも、様々な機会
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を利用して、リクルート活動努めたいと思います。もくろみとしては

４名を考えております。 

２番目に高校生の通学定期等の支援事業なんですが、現在、年間２

回申請ができるようにして受け付けをしております。今、ちょうど９

月になったので、１回目の申請をされる方がちょこちょこっと出てお

りますが、現在、すぐに手元に数字を掴んでおりません。後程ご説明、

数字を精査してお伝えしたいと思います。なお漏れがなきよう、皆さ

んにご利用していただくようなことは、引き続き継続してやっており

ます。 

最初の事業協同組合の２名というところなんですけども、これちょ

っと私ももう一度確認したいんですけれども、移住者が来られて、一

時的に人材派遣ということで、雇用先が変わるわけで不安定といえば

不安定な要素もあるのかなというふうに思うんですけど、暫定的に移

住者の方がこられたときに、そういう形で就業先を確保するような形

のものなのか、それとももうある程度もうずっとそれで生計を立てて

いかれるというような、もともとの考え方なんでしょうか、その辺ち

ょっとお伺いしたいと思います。 

これ移住者向けの一時的なところであります。その中で、実はこれ

まで３名、この事業協同組合入ったんですが、そのうち１名はすでに、

自分の特性というか、やりたいところに組合から退職したという経緯

があります。そのうち１名はもうすでに町内の事業者の方に就職した

という実績が残っております。この事業協同組合の雇用の考え方、大

筋というか、当初からの考え方をですね、ちょっと整理してお伝えを、

担当の土居補佐の方から説明させます。 

事業協同組合の雇用の考え方なんですが、この組合は、国の制度を

利用して運営しています。その国の決まりでは、どのようになってる

かって言いますと、期限を切らない無期限雇用の組合ということにな

ってます。で、そうなるとですね、事業規模として派遣先が幾らもい

っぱいあるとですね、派遣職員を幾らでも雇うことができます。ただ

し、派遣先が松野町のように企業が少ないと、事業規模４人というよ

うな派遣人数になってしまう。そこで、４人を雇ってしまうと、派遣
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先がないので、もう移住者をそこに受入れることができませんので、

松野町は独自にどのようにしてるかというと、無期限雇用で、ずっと

その組合で働くこともできるが、できれば３年間をめどに起業するな

り、企業に就職するなりしてくださいというふうにしてます。 

つまりですね、移住者が、移住してくるときの職がないという点で

職の安定を図ることと、その職場であらゆるところに顔を出して、マ

ルチワークすることで、人を知る、地域を知る、仕事を知る、そうい

ったものを土台として３年間積み上げて、ぜひ起業してください、定

着してくださいというルールで運用しているところです。 

すいません先ほどの質問の高校生の通学定期補助の件なんですが、

８月末現在で、現在１１名の申請が上がっております。 

今ほど出ておりました森の国まつのの事業協同組合のことでもう

少しお聞きしたいんですが、この決算書を見てみますと、全体で事業

を実施されたのが補助金が４４８万７０００円ということですが、と

いうことはこれが２分の１に相当するということで、全体では約９０

０万あまりの事業実施を５年度されたということでの理解でいいん

でしょうか。 

それと、その場合に、職員が２人ということですので、二等分しま

すと、１人、人件費だけでなく、運営費等も含まれると思うんですが、

約４００万あまりの給料を確保できたというような大まかなことで

すがそのような理解でいいのですか、もう少し具体的に数字がありま

したら、お教え願いたいと思います。 

それと次に成果表２４ページ、協働のまちづくり事業の中で、まち

づくり事業は例年に比べ少し減の３件で今回５年度は２４万３０６

円の補助を交付されているわけでございますが、人づくり事業は、今

まで５、６年間の実態見てみますと、１件の実績も出てないようでご

ざいます。これについてどのように考えられているのか、原因と今後

の対応についてお聞かせ願いたいと思います。 

次、移住者向けの空き家改修関係のこの表に出ておりますウとエと

オが、いずれも実績が５年度は無いようでございます。それをどのよ

うに分析されておるのか、それをお聞きしたいのと、もう１点地域お
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こし協力隊に対する住居の選び方ですが、町内に採用されましたらそ

れぞれ町内に住居を構えられておられるわけでございますが、その時

のその住居の定め方、当然、隊員の意向もあろうと思いますが、初め

て松野町にお見えになられるので、どこがどうなってることも実態が

分かられてないので、その住居の決め方ですね、それはどのようにし

て、決定されてるか決められているのか、ちょっと聞いてみますと、

隊員の意向が十分反映されてないというようなことも耳にいたしま

したんで、このような質問をさせていただくわけでございますが、そ

の点、よろしくお願いいたします。 

まず３点質問がございましたが、まず私の方から総括的に答弁をさ

せていただきまして、具体的数字とかは補佐の方から、数字等を、答

弁させていただいたらと思います。 

まず１点目、松野町特定地域づくり事業協同組合なんですが、社員

が２名おりまして、プラス事務局を担当してる社員の方が１名いらっ

しゃいます。その３人分の人件費が支出の主なものになっていきま

す。 

収入のうち、国の交付金とか町の補助金が約半分、残りの半分は、

派遣された先から、その社員の派遣のボリュームに応じて派遣先の組

合の会社から組合の方にお金を入れてもらうというところでの、大体

半分半分ぐらいになっているところが、大体の収入支出の構造です。 

もう少し具体的な数値について後程、土居補佐の方から答弁させて

いただきます。 

２点目協働のまちづくり事業なんですが、このところ人づくり事業

がですね、あまり出ていないんですが、このまちづくり事業今回３件

挙がっている中で、どちらかと言えば、まちづくり事業に分類される

んだけど、人づくりの部分も十分にあるなというような内容の講演会

を開いてのまちづくり事業でした。この辺りですね、人づくり事業に

つきましても、より一層、これから住民の皆様に周知をしまして、こ

ういった補助金がありますよということを周知徹底して参りたいと

思います。また、間もなく区長会も開かれますので、再度区長さんを

通じて、この協働のまちづくり事業、せっかくの予算化しております
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ので、活用していただくようにお願いをして参りたいと考えておりま

す。 

３番目に、空き家の改修の事業につきまして、昨年度或いは５年度

につきましては活用がございませんでした。ホームページ等で周知を

しているところです。また町の広報にも、年に１回、周知をさせてい

ただいておるんですが、人の移動が多い季節の前とかに、再度ですね、

この事業周知して参りたいと思います。また、最近、ここ何年かは固

定資産税の通知を行う際に、空き家を貸してもらえませんかとか、い

うようなチラシを同封させていただいております。その通知が届いた

直後は、やはりかなりの件数のお問い合わせ等がございます。またそ

の折に、空き家改修についての周知もまた検討して参りたいと思いま

す。せっかくあります町内の住宅ストックですから、貸していただけ

るように、どんどんと周知をしていきたいと思いますし、やっぱり成

功事例というのをいくつか作って、貸してもらう、こういう状態でも

貸していいんだよっていうことをですね、住民の皆様に周知していき

たいと思います。 

今のところ貸していただく住宅って本当に居抜き的にサッと入れ

るぐらいの家しか今のところは紹介していません。多少この改修事業

もあって改修して貸すっていう方法もありますんで。その辺を周知し

て参りたいと思います。 

そして併せての地域おこし協力隊の住宅の紹介なんですが、これは

まず空いている住宅を探すところから始まります。採用した後にこう

いうところがありますから、ここで自分の世界を作ってくださいとい

う決め方にしております。それとあわせてやっぱ子供がいる世帯で来

られるときは、例えばまず小学校、どっちを希望しますかとか、そう

いったことを事前に聞きながら、住むことが貸していただけるような

住宅を探しているというような状況です。中にはやっぱり虫が出ると

かですね、そういうことをたくさん言われる方がおります。虫が出る

のは、最初に虫は絶対に出ます、ムカデも出ますっていうような案内

はします。ですがやっぱりちょっとそれに耐えれない方も中にはいら

っしゃるというのが現実です。 
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あとは詳しい数値的なところとか、考え方とか、土居補佐の方から、

追加で答弁させます。 

まず初めに特定地域づくり事業協同組合なんですが、赤松委員、言

われるとおりですね、決算額９００万程度に対して、半分が町の補助

金になってます。その半分の総補助金の２分の１が国費、またその２

分の１が特交、つまり、事業費の８分の１が一般財源というふうにな

ってます。その中で、職員２名の給料と事務職事務局長の人件費が主

なものとなっています。ちなみにですね、職員の派遣職員の月給は、

当初１７万８０００円掛ける１２ヶ月のボーナスが２期で０．５、０．

５出ますので、つまり１３ヶ月分が年間支払えるというところです。

この事業協同組合ですね、労働局に厳しく監督されてやっております

ので、最低賃金が上がるとこれも上げなければなりませんということ

で、今年度から１９万円の月給に引き上げました。これは最低賃金が

上がったことによる変更となってます。 

そして、協力隊の家の選考のことで補足なんですが、各市町、いろ

んな手法で協力隊の家を構えています。例えば、マンションに住んで

いる協力隊もいますし、町営住宅に住んでいるところもあります。あ

るところでは、集会所の片隅が住んでいるっていう協力隊もありまし

た。 

そこで松野町はどのように運用してるかというとですね、空き家の

一軒家に住んでもらうことにこだわってます。それはなぜかといいま

すと、田舎でもマンションタイプのものですと、隣の人との交流がほ

ぼありません。ですから、一軒家に住んでですね、隣近所のおじいさ

んおばあさん、そして同世代の方、子供たち、一緒になって、その協

力隊を盛り立ててもらう。助けてもらう、また協力隊から地域に対し

て、いろんな影響を及ぼす、そういう関係で、空き家の一軒家にこだ

わっているところです。 

ただその空き家の一軒家にしてもですね、すぐに入るような家は本

当に少ないですから、区長会などで空き家があった是非、役場の方に

言ってくださいとか、依頼をしております。空き家バンクを運営して

る中で使えるようなものがあればそこを使う、そういうようなこと
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で、空き家にこだわってやっておりますので、空き家ベースで運営を

しているというところで、結果ですね、地域に入って消防団にも入っ

て、組にも入って、分館活動もやって、協力隊にとっては、空き家に

住むということは、かなりいい効果が出てるんではないかと思ってい

ます。 

大変詳しく説明いただきましてよくわかりましたんで、了解をいた

しました。ここで本来でしたら総務課のときに言うべき発言でござい

ますがちょっと言いそびれましたので、お願いしとったと思うんです

が、年度当初に区長を集められて、予算や業務計画等の説明会を持た

れるわけでございますが、以前はその会に、区長と組長を集められて

説明会がなされたと思います。 

どうも近年、区長会だけのように聞き及んでるのですが、大変全体

の予算、それから業務内容、特に今いろいろな説明、ふるさと創生課

の方からも話がありましたが、地元の協力が必要な事業がたくさんあ

ります。そういうことをとらえた時に、やはり区長会だけでは区長も

それを今度地元に帰られて、組長会を開催されて説明されると思うん

ですが、なかなか区長さんも、すべて聞いたことをよく噛み砕いて組

長さんに説明もできる方ばかりじゃないと思います。 

そういうことからやはり以前のように区長組長合同会を開かれて、

当初の予算、それから業務計画等を説明されてはどうかとは、私もい

ろいろ意見を、皆さんの意見聞いたときにそう感じたんですが、そこ

ら辺、検討を願ったと思います。 

今ご指摘の区長組長会ですけども、大体のスタートは住民座談会を

やめるかわりに、区長組長会をして、行政側のいろんな説明をさして

もらったんですが、私になりまして、やっぱり住民座談会はしなけれ

ばいけないということで、そちらをする代わりにちょっと区長組長

会、今年はちょっと選挙の関係がありますんで住民座談会できないん

ですけれども、区長組長会を廃止しました。ただ、今御意見お伺いし

ますと、やっぱこれ住民座談会は当然やるんですけれども、区長組長

会もやったほうがいいのかなということも今感じております。 

これにつきましてはどうやって住民の皆さんに、私たちの考えをお
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伝えして、住民の皆様からいろいろな意見をもらうということを、ど

れが一番効率的かということも考えながら、まず一番は区長さん組長

さん方の負担にもなってもいけませんので、そこら辺総合的に、また

区長会とも相談させていただいて、やっぱり区長さん、自分たちだけ

じゃなかなか不安なんよということであれば、区長組長会の復活も考

えていきたいと思います。 

ふるさと納税の件についてお聞きしたいと思います。昨年度は目標

１０００万に対しまして、先ほど説明ありました１０３５万７０００

円、そのうち寄付受け付け分、代理寄付受け付け分が６３万２０００

円ということで、トータルでは１０００万達成したということで御報

告がありましたけども、令和６年度は２０００万に目標を設定して、

現在もいろんな対策というかね、講じて取り組まれてると思います

が、もう半年約近く来てますので、現時点で、その目標に対してどれ

ぐらいの達成というかいっているのか、またそれによってどのように

今後、目標達成のために取り組まれようとしてるのか、そこら辺をお

聞きしたいのと、返礼品でキョクヨーフーズのオーシャンキングです

かねカニカマを昨年設定されましたけど、それらの返礼品の利用状況

とか、そこら辺もわかれば教えていただいたらと思います。 

ふるさと納税昨年、１０００万の目標を掲げて、辛うじて１０００

万を超えていきました。１１月ぐらいに駆け足で、知事さんにお願い

して理解してもらって協定を結んだりとか、やったところです。 

今年の状況なんですが８月末の現在で現在３３９万９０００円で

す。令和５年度と比べまして、２倍以上の数字になっております。今

年、３３９万円なってるんですけど、マイナス要因がやっぱりありま

した。というのが桃の返礼品で毎年かなりの数を上げるんですが、今

年やっぱり数が構えれないところで、マイナス要因がございました。

今年やっぱり好調に引っ張っているものの１つは、カニカマがやっぱ

り一番多いです。でも今現在数字は持ち合わせておりません。毎日ど

んな商品で入ってくるか、私たちは見ることができますが、カニカマ

が多いです。ここお盆を過ぎたころから今米、お米です。ですが米も

ですね、今返礼品として、じゃんじゃん受け付けをどんどんできるか
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といえば、供給元との協議をしなくてはなりませんので、そこと調整

しながら停止をしたり、復活したりでやってるんですけど、お米が最

近やっぱり多いです。ですがお米ばっかりが多いんじゃなくて、お米

と合わせて、いろいろな商品がやっぱ出てきます。やはりここで気づ

いてるのは、まずは自分たちのサイトに、いかに人を引っ張り込むか

というのが重要なんだなと思いました。ちなみに石川県能登の大地震

の災害の支援のふるさと納税、松野町県内でも５番目、県内でも５番

目の金額の多さです。これは何で５番目になったかというと、サイト

に載せる場所が高い位置にあったから、目に引っかかりやすかったか

らというところで、５番目に多かったんだなと思います。普段多い愛

南町とか多いところでも、サイトの低いところに表示されれば、やっ

ぱり低い数値が出てきます。今、好調なのはやっぱり、新米の先行予

約受け付けをいち早く始めたから、意外と上位、米の上位に出てるん

だろうなというところで、米とあわせてほかの商品もたくさん、ふる

さと納税の対象として認知されているんだろうなと思います。このあ

たり、これからのヒントになってきます。ですが根本はカタログショ

ッピングに私たちは乗るわけではなくて、しっかりと松野町の商品を

アピールしていくっていうところ、松野町のまちづくりをアピールし

ているところは、ぶれないようにしたいと思います。 

商品の量、特産品の量が少ないんですが、そのあたりはしっかりと

やっていきたいと思っております。 

数字が出ております。４月から８月末までのふるさと納税の１位は

まっさら米、１８件で２８万８０００円。２位がやっぱり、カニカマ

です。１７件、１７万円。３位がカニカマのほぐし、１３件、１３万

円になっております。あと追加で速報なんですが、ふるさと納税、い

よいよ９月の６日もしくは７日の早朝から、高校生が取り組むふるさ

と納税の商品がリリースされます。松野町内の方はふるさと納税はで

きませんが、早速７日に全員協議会でも述べさせていただきましたよ

うに、東京でマツノイズムプロジェクトの皆さんが、いろいろな方を

前にプレゼンをします。そのあたりでもしっかりとＰＲして参りたい

なと思っております。高校生がＰＲしてくれると思っております。 
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そういったところで松野町のまちづくりに共感してもらえる人、関

係人口をふやすこと、ここのあたりをぶれずに、しっかりとふるさと

納税をふやしていくっていうところを、やっていきたいと思います。 

現時点で１．５倍から２倍ということで、１．５倍とはちょっとま

だ少ないと思うんですけど２０００万に対して、昨年よりね、やっぱ

２０００万の目標を達成しようとすると、多分並々ならぬ努力が必要

だと思います。まっさら米は好調ということなんですけど、やはり返

礼品だけじゃなくてやっぱりさっき言った高校生の分もあるでしょ

うし、ＰＲとかサイトとか、いろんなことを工夫しながら、ふるさと

納税がたくさん、利用していただけるように、なかなか大変やと思い

ますけども、それと私が聞き及んでるのは、担当者がもちろんおられ

て専属でされとるんでしょうけど、なかなかふるさと納税だけをやる

わけにもいかないでしょうし、１人の方がやるのか、ほかの方も一緒

にされるのかちょっとわかりませんけども、やはり２０００万円を達

成しようとすると、先ほど言いましたように、なかなか大変やと、我々

も思いますので、我々もできることは協力したいんですけど、そうい

った面もちょっと強力に組織も含めてですね、取り組んでいただけれ

ばいいかなと思いますので、年末になって年度末になって慌てること

のないように取り組んでいただければというふうに思います。 

それでは今ほど言いましたように２倍、２０００万という目標を立

てております。ただ、今の段階では先ほど申し上げましたように、ま

だ動きが出てない、消費者の皆さん納税者の皆さんが動きを開始して

ないんですよね。これ年末に向けて、これから、今から１０月１１月

１２月が山になりますんで、そこでほかのところに負けないようにし

っかり頑張りたいと思います。 

ただ、うちの役場の場合なかなか、ほかの大きな市町のように、ふ

るさと納税の専任の担当者をつけるということは、無理でございま

す。そういった意味でＳＰＣとかそういったところの御協力もいただ

きながら、役場の手薄なところは、しっかりとカバーしていきたいの

で、担当者にもすごい負担がかかっておりまして、苦労しているんで

すけれども、それはもう組織全体、役場全体でフォローできるような
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体制も作っていきたいと思います。 

今ほど町長から、今後の対応をお話いただきましたけども、特に担

当者のサポート体制いうか、そこら辺、なかなか人材少ない中での、

取り組み難しいと思いますけども、やはり大きな２０００万という目

標がありますので、そこら辺やっぱ、いろんな協力していただけると

ころとか、役場内でのサポートというか、そこら辺もやっぱさっき町

長言われたようにやっていただいたら、またそういう機運も出てくる

でしょうし、またそういう意味でよろしくお願いしたいと思います。 

そのほか質問はありませんか。 

質問が無いようであれば、採決に移ります。 

ただいま審査しております、認定第１号について、原案のとおり御

承認いただけますか。 

（異議なしの声） 

賛成全員です。 

したがって、認定第１号「令和５年度松野町一般会計歳入歳出決算

の認定について」、ふるさと創生課所管分は、原案のとおり認定すべき

ものと決定いたしました。 

 

 

 

会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためここに署

名する。 

 

 令和６年１１月７日 

  松野町議会総務常任委員会委員長  山石 恭助 

 


